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不燃物最終処分場の延命化について
１．施設の概要
瑞浪市不燃物最終処分場（以下「処分場」という。）は、平成１６年に稲津町地内で建設され、市内から持ち込まれる一般廃棄物と、一部の産業廃棄物（金属くず、ガラスくず、陶磁器くずの３種）を埋立処分している。運用開始から２１年が経過しており、処分場の純埋立容量44,837m3のうち、令和７年２月時点での埋立量は24,621m3（埋立率54.91％）と、全体の半分を超えており、残余容量は20,216m3（残余率45.09％）となっている。

２．処理の現状
処分場に持ち込まれる廃棄物には、一般廃棄物と産業廃棄物がある。一般廃棄物は、地方自治体に処分の責務があるため、持込み量の制限なしで受け入れ、産業廃棄物は、事業者に処分の責務があるため、持込み量の総量規制を行いつつ、持込み量上限を設けて受け入れている。

３．延命化のための方針
市では、処分場の延命化を図るため、令和８年度からの運営方針について、次のとおり進めることとしている。
【一般廃棄物】
処分場にて埋立処分量を減らすため、一部を民間委託にて処分する。ただし、市民や事業者からの持込みや不燃ごみ収集業務等は、今まで通り行う。
【産業廃棄物】
市内事業者に実施している不燃物の総量規制を強化し、上限1トンに近づけつつ、数年後に持込み禁止とする。周知については、今後、商工会議所や陶磁器工業協同組合、陶磁器卸商業協同組合などへ説明・理解を求めていくこととする。また、美濃サステナブルセラミックプロジェクト：（MSCP）との連携で、事業者の陶磁器くずの再利用を促進させる動きと連動していきたいと考えている。将来的には、クリーンセンターにて焼却処理したスラグ及び飛灰の持込みのみとすることを目指す。


